
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
六
条
の
六
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

泉

信
也

少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則

（
警
察
職
員
の
職
務
）

第
一
条

少
年
補
導
職
員
（
少
年
警
察
活
動
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
第
二
条
第
十
一
号
に
規

定
す
る
少
年
補
導
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
、
低
年
齢
少
年
（
十
四
歳
に
満
た
な
い
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
質
問
そ

の
他
の
職
務
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
警
察
本
部
長
（
警
視
総
監
及

び
道
府
県
警
察
本
部
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
少
年
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

警
察
職
員
に
指
定
し
た
も
の
は
、
上
司
で
あ
る
警
察
官
の
命
を
受
け
、
触
法
少
年
（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

少
年
を
い
う
。
）
に
係
る
事
件
の
原
因
及
び
動
機
並
び
に
当
該
少
年
の
性
格
、
行
状
、
経
歴
、
教
育
程
度
、
環
境
、
家
庭
の



二
頁

状
況
、
交
友
関
係
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
還
付
公
告
）

第
二
条

法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
九

十
九
条
に
規
定
す
る
押
収
物
の
還
付
に
関
す
る
公
告
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
が
警
視
庁
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本

部
又
は
警
察
署
の
掲
示
場
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
十
四
日
間
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
旨

二

警
視
庁
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
又
は
警
察
署
の
名
称

三

事
件
名
及
び
押
収
番
号

四

品
名
及
び
数
量

五

公
告
の
初
日
及
び
末
日
の
年
月
日

２

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
押
収
の
場
所
及
び
年
月
日
並
び
に
押
収
物
の
特
徴
を
も
公
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



三
頁

（
児
童
相
談
所
へ
の
調
査
の
概
要
及
び
結
果
の
通
知
）

第
三
条

法
第
六
条
の
六
第
三
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
の
調
査
概
要
結
果
通
知
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
一

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


